
木津川市水道事業管理公告第１３号 

 

 木津川市水道メーター検針等関連業務について、公募型プロポーザルを実施

しますので、下記のとおり公告します。 

 

 令和７年４月１７日 

 

木津川市長 谷口 雄一 

 

記 

 

１ 業務の内容 

（１） 委託業務名 木津川市水道メーター検針等関連業務委託 

  （２） 履行期限  令和７年１０月１日から令和１０年９月３０日まで 

  （３） 委託内容  別紙「木津川市水道メーター検針等関連業務委託仕様書

（案）」(以下「仕様書」という。)のとおり 

 

２ 参加資格 

 公募型プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たすもの 

であること。 

（１）地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に

該当しない者であること。 

（２）木津川市物品及び役務の供給等に係る競争入札参加資格等に関する要 

  綱(平成１９年３月１２日告示第７号)に基づく入札参加資格に登録して

いる者で、「検針業務」を希望した者であること。 

（３）木津川市指名競争入札参加者指名停止要綱(平成１９年３月１２日告示

第１１５号)による指名停止を現に受けていない者であること。 

（４）個人情報の漏洩、滅失、毀損、または改ざんの防止、その他の個人情 

報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講ずることができる者で 

あること。 

（５）木津川市水道メーター検針等関連業務委託に係るプロポーザル実施要項

（以下「実施要項」という。)第５条に規定するプロポーザル参加表明書

を提出した者であり、記載事項が虚偽でないこと。 

（６）情報セキュリティマネジメントシステムISMS（ISO27001）またはプラ 

  イバシーマーク、JISQ15001など、情報セキュリティに関する第三者機 

関の審査による認証を取得していること。 



（７）当該業務の目的達成に必要な人数の従業者を配置できる者であるこ

と。 

 （８）上記の従事者のうち、水道業務経験３年以上の者を業務責任者として選 

   任できる者であること。 

３ 手続等 

  (１) 担当課 

    木津川市上下水道部業務課 

    〒６１９－０２２１ 京都府木津川市吐師上柏谷１７－１ 

    ＴＥＬ０７７４－７５－１２５０ 

        ＦＡＸ０７７４－７２－７３３１ 

    E－mail  gyomu@city.kizugawa.lg.jp 

        URL      http://www.city.kizugawa.lg.jp/ 

  (２) 関係資料の配布機関等 

①資料名 

・「実施要項」 

・木津川市水道メーター検針等関連業務委託に係るプロポーザル募集

要領(以下「募集要領」という。) 

     ・「仕様書」 

②配布期間 

 ・令和７年４月１７日(木)から令和７年５月１４日(水)まで 

③配布方法 

     ・プロポーザル参加表明書、その他様式及び資料等は、木津川市

(上下水道部)ホームページに掲載。 

 ・上下水道部(業務課)内の「公募型プロポーザルの実施について」 

からダウンロードすること。(無償) 

  (３) プロポーザル参加表明書の提出 

     ・提出期限 令和７年５月１４日(水) 午後５時【必着】 

     ・提 出 先 木津川市上下水道部 業務課 

     ・提出方法 持参によるものとし提出期間内必着。 

(４) 事務取扱時間等 

     ・土曜日、日曜日、祝祭日を除く午前９時から午後５時までとする。  

４  その他 

 詳細は、「実施要項」、「募集要領」及び「仕様書」による。 


